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 「独立行政法人都市再生機構建築工事積算特記基準」は、独立行政法人都市再生機

構における積算基準として適用する公共住宅建築工事積算基準（平成 22 年度版）の一

部を読み替え及び追加等するものである。 

 

＊都市再生機構建築工事積算特記基準の表中の項目は、公共住宅建築工事積算基準（平

成 22 年度版）の項目を示す。 

 
 
 
 

目  次 

1 編 総 則 ·················································  1 

2 編 数 量 ·················································  5 

3 編 単 価 ·················································  8 

5 編 参 考 資 料 ·················································  15 

 

 

 

 

 



項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

１編 総則 １章 工事費の積算 

1 節 適用範囲 

1.1.2 

適 用 範 囲 

1.1.2 は、以下に読み替える。 

１ 本基準は、都市再生機構が発注する住宅等の建築工事の積算に適用 
  する。 
２ 前項の規定にかかわらず、国、都道府県、市町村等に委託する工事 

  又は国、都道府県、市町村等から受託する工事については、当該事業 
  主体の定めるところによることができる。 
３ 工法、発注方式、工事規模及び内容等が特殊なものでこの基準によ 
 ることが適当でないと判断される場合には、本社と協議の上措置する 
 ことができる。協議の方法は、文書によるものとする。 
 

5 節 共 通 費 

1.5.2.5 

総 合 発 注 

(一括発注) 

工 事 の 

共 通仮設費 

1.5.2.5 は、以下に読み替える。 

「建築工事」と「土木工事」、「機械設備工事」、「電気設備工事」、「造園工 
事」、「地質調査工事」、「保全工事（建築）」、「保全工事（機械）」、「保全工 
事（電気）」の２以上の工事を、総合して発注する場合の共通仮設費は、次 
による。 
なお、主たる工事の直接工事費と比較して、その他の工事の直接工事費 

の占める割合が軽微な場合は、主たる工事の単独工事扱いとすることがで 
きる。 

 
 
 
 

上式における記号の意義は、次に掲げるところによる。 
Ａ１ ：建築工事の特殊工事費を含まない直接工事費 
Ａ２ ：土木工事の共通仮設費対象額 

ただし、共通仮設費対象額の扱いは土木･造園工事積算要領 
による。 

Ａ３ ：機械設備工事の特殊工事費を含まない直接工事費 
Ａ４ ：電気設備工事の特殊工事費を含まない直接工事費  
Ａ５ ：造園工事の共通仮設費対象額 

ただし、共通仮設費対象額の扱いは土木･造園工事積算要領 
による。 

Ａ６ ：保全工事（建築）の特殊工事費を含まない直接工事費 
Ａ７ ：保全工事（機械）の特殊工事費を含まない直接工事費 
Ａ８ ：保全工事（電気）の特殊工事費を含まない直接工事費 
Ａｎ ：Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７及びＡ８以外の共通 

仮設費対象額 
α１ ：Ａ１の額に対する建築工事の共通仮設費率 
α  ：総直接工事費（各工事の特殊工事費を含まない直接工事費の合

計）の額に対する各工事の共通仮設費率 

 1  

総合発注工事の共通仮設費＝Ａ１×α１＋Ａ２×α＋Ａ３×α＋Ａ４×α＋

Ａ５×α＋Ａ６×α＋Ａ７×α＋Ａ８×α＋…Ａｎ×α 

－ －
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項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

1.5.3.3 

総 合 発 注 

(一括発注) 

工 事 の 

現 場管理費 

 

1.5.3.3 は、以下に読み替える。 

「建築工事」と「土木工事」、「機械設備工事」、「電気設備工事」、「造園工 
事」、「地質調査工事」、「保全工事（建築）」、「保全工事（機械）」、「保全工 
事（電気）」の２以上の工事を、総合して発注する場合の現場管理費は、次 
による。 
なお、主たる工事の直接工事費と比較して、その他の工事の直接工事費 

の占める割合が軽微な場合は、主たる工事の単独工事扱いとすることがで 
きる。 

 
 
 
上式における記号の意義は、次に掲げるところによる。 

Ａ１ ：建築工事の特殊工事費を含まない純工事費 
Ａ２ ：土木工事の現場管理費対象額 

ただし、現場管理費対象額の扱いは土木･造園工事積算要領 
による。 

Ａ３ ：機械設備工事の特殊工事費を含まない純工事費 
Ａ４ ：電気設備工事の特殊工事費を含まない純工事費 
Ａ５ ：造園工事の現場管理費対象額 

ただし、現場管理費対象額の扱いは土木･造園工事積算要領 
による。 

Ａ６ ：保全工事（建築）工事の特殊工事費を含まない純工事費 
Ａ７ ：保全工事（機械）工事の特殊工事費を含まない純工事費 
Ａ８ ：保全工事（電気）工事の特殊工事費を含まない純工事費 
Ａｎ ：Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７及びＡ８以外の各工 

事の特殊工事費を含まない純工事費 
α  ：総純工事費の額に対する各工事の現場管理費率 

 

総合発注工事の現場管理費＝Ａ１×α＋Ａ２×α＋Ａ３×α＋Ａ４×α＋ 
Ａ ×α＋Ａ５ ６×α＋Ａ ×α＋Ａ ×α＋…Ａ７ ８ ｎ×α

－ －
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項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

1.5.4.3 

総 合 発 注 

(一括発注) 

工 事 の 

一般管理費等 

1.5.4.3 は、以下に読み替える。 

「建築工事」と「土木工事」、「機械設備工事」、「電気設備工事」、「造園工 
事」、「地質調査工事」、「保全工事（建築）」、「保全工事（機械）」、「保全工 
事（電気）」の２以上の工事を、総合して発注する場合の一般管理費等は、 
次による。 
なお、主たる工事の直接工事費と比較して、その他の工事の直接工事費 

の占める割合が軽微な場合は、主たる工事の単独工事扱いとすることがで 
きる。 

 
 
 
上式における記号の意義は、次に掲げるところによる。 

Ａ１ ：建築工事の工事原価 
Ａ２ ：土木工事の一般管理費等対象額 

ただし、一般管理費等対象額の扱いは土木･造園工事積算要領 
による。 

Ａ３ ：機械設備工事の工事原価 
Ａ４ ：電気設備工事の工事原価  
Ａ５ ：造園工事の一般管理費等対象額 

ただし、一般管理費等対象額の扱いは土木･造園工事積算要領 
による。 

Ａ６ ：保全工事（建築）工事の工事原価 
Ａ７ ：保全工事（機械）工事の工事原価 
Ａ８ ：保全工事（電気）工事の工事原価 
Ａｎ ：Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７及びＡ８以外の各工事 

の工事原価 
α  ：総工事原価の額に対する各工事の一般管理費等率 

 

1.5.5 

特 殊工事費 

1.5.5 に、以下を追記する。 

(4) 収納ユニット家具の工場製作費 
(5) ブラインドの工場製作費 

 

7 節 変更工事 

1.7.1 

変 更 工 事 

 

1.7.1 の 2 は、以下に読み替える。 

 

 ２ 落札率は、次式により算定する。 

 

 

 

   ただし、落札率は小数点以下第３位までを求める。 

 

総合発注工事の一般管理費等＝Ａ１×α＋Ａ２×α＋Ａ３×α＋Ａ４×α＋

Ａ５×α＋Ａ６×α＋Ａ７×α＋Ａ８×α＋…Ａｎ×α

落札率＝当初請負代金額から消費税等相当額を減じた額／

当初工事費内訳書記載の工事価格 

－ －
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項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

10 節 端数整理 

1.10.1 

端 数 整 理 

 

1.10.1 として、以下を追記する。 

工事費積算に係る数量及び金額の端数は、次の１及び２に定めるところ 
により整理する。 
１ 内訳書に計上する数量････原則として小数点以下第２位を四捨五入す 
る。ただし、１００以上の数値については四捨五入して整数とする。 

２ 内訳書に計上する金額 
 (1) 単価及び複合単価 

10,000 円以上 ･･･････････････････････ 100 円未満切捨て

 1,000 円以上 10,000 円未満 ･･････････ 10 円未満切捨て

   100 円以上  1,000 円未満 ･･････････ 1 円未満切捨て

   100 円未満 ･･･････････････････････ 1 円未満切捨て

(2) 細 目 等 

細目（数量×単価） ･･･････････････････ 1 円未満切捨て

科目（細目の計） ･･･････････････････ 1 円未満切捨て

種目（科目の計） ･･･････････････････ 1 円未満切捨て

工事価格（内訳書の合計金額） ･･･････････ 1,000 円未満切捨て

消費税等相当額 ･･･････････････････ 1 円未満切捨て 

－ －
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項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

２編 数量 １章 直接工事費 

3 節 土 工 事 

1.3.6 

仮 置土運搬 

（往路） 

仮 置土運搬 

（復路） 

 

1.3.6 の 2 は、以下に読み替える。 

２ 現場の状況に応じて工区内仮置き、団地内仮置き及び団地外仮置きに 
 区分して計上する。 

 

1.3.9 

建設発生土処分 

運 搬 費 

処 分 費 

1.3.9 の 2 は、以下に読み替える。 

２ 運搬費は、設計図書に基づき、工区内処分、団地内処分、団地外処分 
に区分し、計上する。 
また、団地外処分の場合は、運搬距離（最短距離）を明記の上、必要 

 に応じて有料道路の通行料金を計上する。  

 

1.4.2.6 

建設発生土処分 

運 搬 費 

処 分 費 

1.4.2.6 の 2 は、以下に読み替える。 

２ 運搬費は、設計図書に基づき、工区内処分、団地内処分、団地外処分 
に区分し、計上する。 
また、団地外処分の場合は、運搬距離（最短距離）を明記の上、必要 

 に応じて有料道路の通行料金を計上する。 
 

1.4.3.2 は、以下に読み替える。 
 

ｔ 

1.4.3.2 

  設計数量×材料価格等  
 
規格、径別に区分し、計上する。 

鉄 筋 

 
1.4.3.3 は、以下に読み替える。 
 

ｔ   設計数量×材料価格等  
 
規格、板厚別に区分し、計上する。 

1.4.3.3 

鋼 材 

 
1.4.3.7 

ｽｸﾗｯﾌﾟ控 除 

 

1.4.3.7 の削除。 

 

1.5.2 は、以下に読み替える。 
 

 ｔ   設計数量×材料価格等  
 
規格、径別に区分し、計上する。 

  

5 節 鉄筋工事 

1.5.2 

材 料 

棒 鋼 

スパイラル筋 

梁貫通孔補強筋 

 

 

1.5.3 

ｽｸﾗｯﾌﾟ控 除 

 

1.5.3 の削除。 

 

－ －
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項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

1.7.5 として、以下を追記する。（｢その他工事｣から｢型枠工事｣へ移動） 
 

か所 

(ｍ) 

  設計数量×複合単価等  
 
材種、径、寸法別に区分し、計上する。ただし計上については、 

図面特記等で工事範囲を確認すること。 

7 節 型枠工事 

1.7.5 

貫通用ｽﾘｰﾌﾞ 

 

 
1.8.2.1 は、以下に読み替える。 
 

 ｔ   設計数量×材料価格等  
 
規格、形状、寸法、板厚別に区分し、計上する。 

8 節 鉄骨工事 

1.8.2.1 

鋼 材 

 
1.8.2.3 は、以下に読み替える。 
 

 組 

(t) 

  設計数量×材料価格等  
 
ボルト類などは、原則として、規格、形状、寸法ごとに組数又は、 

質量に換算したものとする。 

 なお、適切な統計値などに基づく組数又は、質量によることがで 

きる。 

1.8.2.3 

ボ ル ト 類 

 
1.8.2.4 は、以下に読み替える。 
 

1.8.2.4 

 ｔ   設計数量×複合単価等  
 
仮設ブレースは、スクラップ控除をする。 

仮設ﾌﾞﾚｰｽ等 

 
1.8.2.5 1.8.2.5 の削除。

ｽｸﾗｯﾌﾟ控 除 

 

9 節 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 1.9.2 に、以下を追記する。 

1.9.2  副材料費（砂、セメント、鉄筋等）は、コンクリートブロックの複合単価 

等に含むものとする。 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 

 

10 節 防水工事 1.10.1 の 2 は、以下に読み替える。 

２ 防水材料の「ロス」、重ね代、副資材等の材料、手間及び運搬費、防水 1.10.1 

 層廻りにおける衛生器具、配管などの周囲の処理は､複合単価等に含むも 一 般 事 項 

のとする。 
 

1.10.8 1.10.8 の削除。

モルタル防水 

 

12 節 ﾀｲﾙ工 事 1.12.1 は、以下に読み替える。 

１ 部位、材質、種別、形状、工法、下地別に区分し、計上する。 1.12.1 

一 般 事 項   

1.12.6 1.12.6 の削除。

外壁ﾀｲﾙ型枠 

先 付 け 

 

－ －
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項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

15 節 左官工事 1.15.1 に、以下を追記する。 

４ 役物類は、表 1.15.1「役物類の部位区分」を標準とし、設計寸法又は 1.15.1 

図示の寸法による糸尺及び高さごとに延べ長さを計上する。 一 般 事 項  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 1.15.1 役物類の部位区分 
仕上 

1.15.19 として、以下を追記する。 
 

 ｍ   設計数量×複合単価等  

1.15.19 

打 継 目 地 

モルタル詰め 

 
 

21 節 内外装工事 

1.21.1 

一 般 事 項 

 

1.21.1 の 4 は、以下に読み替える。 

４ フローリング、ビニル系床材のワックスがけは、整理清掃後片付けに 
 含むものとし計上しない。 
 

23 節 その他工事 

1.23.2 

貫通用ｽﾘｰﾌﾞ 

 

1.23.2 の削除。（｢その他工事｣から｢型枠工事｣へ移動）

ﾓﾙﾀﾙ(防水ﾓﾙﾀﾙ)塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて 
備  考 

部位 糸尺寸法(幅:W､高さ:H) 糸尺寸法(幅:W､高さ:H) 

幅 木     0＜Ｈ≦0.3m － 階段ささら幅木含む 

笠 木     0＜Ｗ≦0.5m 0＜Ｗ≦0.3m パラペット含む 

水 切 り     
0＜Ｗ≦0.17m 0＜Ｗ≦0.3m  

・ 窓 台     

0＜Ｗ≦0.5m － ﾋﾟｯﾄ、屋上の排水溝 
排 水 溝     

0＜Ｗ≦0.1m 0＜Ｗ≦0.1m ﾊﾞﾙｺﾆｰ､廊下の排水溝

ボーダー 0＜Ｗ≦0.15m －  

－ －
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項目 建築工事積算特記基準（平成２３年４月版） 

３編 単価 １章 総則 

1 節 基本的事項 1.1.2 として、以下を追記する。 

 １ 単価は、地域ごとかつ原則として各年度上期及び下期に定める。 1.1.2 

２ 単価は、原則として当該工事を所掌する支社長及び地域支社長（以下 一 般 事 項 

「支社長等」という。）が近接の支社長等と総合調整を図り定める。  

 

2 節 単価及び価格

の算定 

1.2.1 は、以下に読み替える。 

１ 材料価格等は、積算時の最新の現場渡し価格とし、物価資料等の掲載 
価格又は製造業者の見積価格等を参考に定める。 1.2.1 

(1) 構造主体部分に使用する鋼材、レディーミクストコンクリート 材 料価格等 

及び既成杭 
(2) 合板 

２ 鋼材等については、ロス及びスクラップ控除相当分を含んだ単価とし、

次表による補正率を乗じた単価とする。 
 

鋼材等の補正率 
科 目 細 目 補正率 備 考 

地 業 工 事 棒 鋼  102% 

鉄 筋 工 事 棒 鋼  103% 

形鋼・鋼管・平鋼  104% 

広幅平鋼・鋼板(切板)  102% 

ボルト類 103%  
鉄 骨 工 事 

デッキプレート  104% 

（注）１．アンカーボルト類は補正なし 
 

1.2.2 1.2.2 に、以下を追記する。 

複 合 単 価 複合単価は、各地域別に当該年度の適切な時期に２章「標準歩掛り」

による複合単価と物価資料等の掲載価格を勘案し、市場動向に対応した

単価を設定する。 

 

1.2.3 1.2.3 に、以下を追記する。 

市 場 単 価 単価は、各季刊ごとに定める。 

 

3 節 歩掛り 表 1.3.1 の注釈は、以下に読み替える。 

1.3.1 （注）１ 表中（材）は「材料費」、（労）は「労務費」、（雑）は「運搬費

及び消耗材料費等」を示す。 歩 掛 り 

   ２ 既に下請経費等が含まれている複合単価を採用するもの（物価

資料等の掲載価格及び専門工事業者の見積価格による複合単

価）については、重複計上しないよう留意する。 

３ 「その他」の率については、当該工事の規模、内容、施工の難

易、期間、需要の状況等を勘案し、下限値から上限値までの間

で「その他」の率を本社と協議の上、定めることができる。 
 

－ －
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３編 単価 ２章 標準歩掛り（直接工事費） 

1 節 直接仮設工事 2 標準歩掛り (1)適用条件及び留意事項 ニ及びヘは、以下に読み替える。 
 

2 標 準歩掛り 
ニ．外部足場の設計共用日数は、基礎コンクリート完了（地下階のあ

る場合は、１階床完了）から完成工期の１か月前までの設置期間に、

下記に示す建物階数による設置期間係数を乗じたものを標準とす

る。ただし、現場説明書等で、足場撤去時期が明記されている場合

は、それにより算定する。また、その場合の月数は、小数点以下第

２位を四捨五入する。 

(1)適用条件及

び留意事項 

 
建物階数による設置期間係数 

建 物 階 数 1 階 2 階 3階 4階 5階 6･7 階 8～10 階 11～14 階

係 数 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 

 

ヘ．安全手すりの設計共用日数は、基礎コンクリート完了（地下階の

ある場合は、１階床完了）から完成工期の１か月前までの設置期間

とする。手すり先行方式を採用の場合は、最上階の下階のコンクリ

ート完了から完成工期の１か月前までの設置期間とする。ただし、

現場説明書等で、足場撤去時期が明記されている場合は、それによ

り算定する。また、その場合の月数は、小数点以下第２位を四捨五

入する。 

 

2 節 土 工 事 表 2.4 は、以下に読み替える。 

(１ｍ 当たり) 3表 2.4 

名  称 摘  要 団地外 団地内 工区内 備考 仮 置土運搬 単位

（往路） 運転日数(D)はﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t 車 日 D/100 D/100 － 

ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾎ ｳ 運転 油圧式 0.8m3 日 (0.0044) (0.0044) － 別表による。

 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転 3t 日 － － 0.0077 

（注）１．( )内数値は、仮置き場所が比較的狭く、堆積が必要な場合に加算することが 
できる。 

 

表 2.5 表 2.5 は、以下に読み替える。 

(１ｍ 当たり) 3仮 置土運搬 

名  称 摘  要 団地内 工区内 備考 （復路） 単位 団地外

運転日数(D)はﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t 車 日 D/100 D/100 － 

ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾎ ｳ 運転 油圧式 0.8m3 日 0.0044 0.0044 － 別表による。

 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転 3t 日 － － 0.0077  

－ －
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表 2.6.1～3 表 2.6 は、以下に読み替える。 

表 2.6.1 建設発生土運搬（工区内敷均し・団地内敷均し） 建設発生土運搬 

当たり) (１ｍ3 

名  称 備  考 摘 要 単位 ﾌﾞﾙ 3t 

標準 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転 3t 級  日 0.0077 

普 通 作 業 員   人  0.003 

そ の 他 (労)×(12~20%)  式 1 

（注）１．団地内敷均しにおいて、土運搬が必要な場合は、表 2.6.2により別途運搬費 
を計上する。 

 

表 2.6.2 建設発生土運搬（工区内土運搬・団地内土運搬） 
(１ｍ 当たり) 3

名  称 摘 要 団地内 備  考 単位 工区内

標準 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転 3t 級  日 0.0077 － 

運搬日数(D)は､別表によるﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t 積  日 － D/100

 （注）１．団地内処分で堆積が必要な場合は、堆積費用(ﾊﾞｯｸﾎｳ損料等)を加算する。 

 

表 2.6.3 建設発生土運搬（団地外運搬） 
当たり) (１ｍ3

小規模・ 
名  称 摘 要 備  考 単位 一 般

人力土工 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t 積  日 D/100 － 

運搬日数(D)は､別表による
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 4t 又は 2t 積  日 － D/10 

 （注）１．処分費を必要とする場合は加算する。 
２．適用機械については小規模土工は 4t、人力土工は 2t を標準とするが、現場 

状況等によりその使用が困難な場合は別途考慮する。 
 

－ －
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別表 2.6 別表 2.6 として、以下を追記する。 

ダンプトラック運搬日数（Ｄ）  (100mﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 

運搬日数(Ｄ) 

 

3当たり・10 m3当たり) 
運搬日数の算定式は次式による。 
ｑ１≦ｑ２の場合 
（一般土工） 
 100m3当り運搬日数(Ｄ)＝100m3当り運搬日数(Ｄ1)×土の単位体積質量(γｔ)／1.8  
（小規模土工） 
  10m3当り運搬日数(Ｄ)＝ 10m3当り運搬日数(Ｄ1)×土の単位体積質量(γｔ)／1.8  

 
ｑ１＞ｑ２の場合 
（一般土工） 
 100m3当り運搬日数(Ｄ)＝100m3当り運搬日数(Ｄ1)×1.0  

（小規模土工） 
  10m3当り運搬日数(Ｄ)＝ 10m3当り運搬日数(Ｄ1)×1.0  

 
Ｄ１：別表 2.6.1～2.6.7による 
ｑ１：ダンプトラックの積載量 

ｑ１＝
Ｔ

γｔ ・Ｌ 

Ｔ ：ダンプトラックの最大積載重量 
γｔ：地山における単位容積重量 
Ｌ ：土の変化率 

Ｌ＝
掘りゆるめた状態の土量

地山の形態の土量    

ｑ２：ダンプトラック平積み容量 
 

機 械 名 規格(t 積み) 平積み容量(m ) 3

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2 1.7 

4 3.1 

8 5.2 

10 7.0 

  

別表 2.6.1 別表 2.6.1 の 

ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 「ダンプトラック運搬日数（Ｄ）」は、「ダンプトラック運搬日数（Ｄ１）」に読

運 搬 日 数 み替える。 

  

別表 2.6.2 別表 2.6.2 の 

ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 「ダンプトラック運搬日数（Ｄ）」は、「ダンプトラック運搬日数（Ｄ１）」に読

運 搬 日 数 み替える。 

  

別表 2.6.3 別表 2.6.3 の 

ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 「ダンプトラック運搬日数（Ｄ）」は、「ダンプトラック運搬日数（Ｄ１）」に読

運 搬 日 数 み替える。 

  

別表 2.6.4 別表 2.6.4 の 

ﾀ ﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ 「ダンプトラック運搬日数（Ｄ）」は、「ダンプトラック運搬日数（Ｄ１）」に読

運 搬 日 数 み替える。 

  

－ －
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表 2.7 表 2.7 の削除。

建設発生土運搬 

(小規模土工･人力土工) 

 

別表 2.7.1 別表 2.7.1 は、別表 2.6.5 と読み替える。またダンプトラック運搬日数（Ｄ）

ﾀﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ は、ダンプトラック運搬日数（Ｄ１）と読み替える。 

運 搬 日 数  

 

別表 2.7.2 別表 2.7.2 は、別表 2.6.6 と読み替える。またダンプトラック運搬日数（Ｄ）

ﾀﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ は、ダンプトラック運搬日数（Ｄ１）と読み替える。 

運 搬 日 数  

 

別表 2.7.3 別表 2.7.3 は、別表 2.6.7 と読み替える。またダンプトラック運搬日数（Ｄ）

ﾀﾞ ﾝ ﾌ ﾟ ﾄ ﾗ ｯ ｸ は、ダンプトラック運搬日数（Ｄ１）と読み替える。 

運 搬 日 数  

 

表 2.8 表 2.8 は、表 2.7 と読み替える。また、以下に読み替える。 

表 2.7 土工機械運転 土工機械運転 

(１日当たり) 
運転労

務 
燃料（軽油） 機械損料適 用 

備考 機械名 規  格 
(Ｌ) (供用日)単価表 

(人) 

排出ｶﾞｽ対策型 単価表 1 
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 1.0   27.4 1.88  

（別表 2.7.1）普通 3t 

単価表 2 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t 積 1.0   72.0 1.27  

（別表 2.7.2）

単価表 2 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t 積 1.0   40.8 1.27  

（別表 2.7.2）

単価表 2 
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t 積 1.0   26.4 1.27  

（別表 2.7.2）

排出ｶﾞｽ対策型
単価表 1 

ﾊ ﾞ ｯ ｸ ﾎ ｳ 1.0 109 1.58  油圧式 ｸ ﾛ ｰ ﾗ型

0.8m
（別表 2.7.1）

3
 

別表 2.8.1 別表 2.8.1 は、別表 2.7.1 と読み替える。また、以下に読み替える。 

別表 2.7.1 運転１日当たり単価表 運転１日当たり 

(１日当たり) 単 価 表 １ 

 名   称 摘   要 単位 所 要 量 備 考 

特 殊 運 転 手  人  表 2.7 による 

燃 料 費  Ｌ  表 2.7 による 

機 械 損 料  供用日  表 2.7 による 

そ の 他 (労)×(12～20%) 式 1   

－ －
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別表 2.8.2 別表 2.8.2 は、別表 2.7.2 と読み替える。また、以下に読み替える。 

別表 2.7.2 運転１日当たり単価表 運転１日当たり 

(１日当たり) 単 価 表 ２ 

 名   称 摘   要 単位 所 要 量 備 考 

特 殊 運 転 手  人  表 2.7 による 

燃 料 費  Ｌ  表 2.7 による 

機 械 損 料  供用日  表 2.7 による 

タイヤ損耗費  供用日  所要量は機械損料による 

そ の 他 (労)×(12～20%) 式 1   

6 節 型枠工事 表 6.2 として、以下を追記する。（｢その他工事｣から｢型枠工事｣へ移動） 

表 6.2 貫通用スリーブ 表 6.2 

(１ｍ当たり) 貫通用ｽﾘｰﾌﾞ 

名   称 摘   要 所 要 量 備 考  単位

ス リ ー ブ  ｍ     1.0 

 型 枠 工  人     0.116 

そ の 他 (材＋労)×(12～20%) 式 1 

  

表 10.10 表 10.10 として、以下を追記する。 

表 10.10 内装壁タイル（接着張り） 内装壁タイル 

(１㎡当たり) (接着張り) 

 所 要 量 
名  称 摘   要 単位 備 考 

100 ㎜角 

内 装 ﾀ ｲ ﾙ 
接 着 剤 
白 ｾ ﾒ ﾝ ﾄ 
ﾀ ｲ ﾙ 工 
普通作 業員 
そ の 他 

 枚 102 

JIS A5548 ㎏ 1.5 

 ㎏ 0.17 
 

 人 0.18 

 人 0.05 

(材＋労)×(10～15%) 式 1 

 （注）１．接着剤は、タイプⅠ又はⅡとする。 

17 節 内外装工事 1 一般事項 (1)及び (2)は、以下に読み替える。 

(1) 表 17.1～表 17.4の細目工種は、標準歩掛りを適用する。 1 一般事項 

(2) ビニル床シート張り及びビニル幅木張り、せっこうボード張り、け  

 い酸カルシウム板張り、ロックウール吸音板張り、壁紙素地ごしらえ 

の単価は、１章２節 1.2.3「市場単価」による。 

 

17 節 内外装工事 表 17.5 の削除。（｢５編 参考資料｣へ移動） 

表 17.5  

壁紙素地ごしらえ 

(せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面 

及び合板面) 

 

表 17.6 表 17.6 の削除。（｢５編 参考資料｣へ移動） 

 壁紙素地ごしらえ 

(ｺﾝｸﾘｰﾄ面) 

 

－ －
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19 節 その他工事 表 19.1 の削除。（｢その他工事｣から｢型枠工事｣へ移動） 

表 19.1  

貫通用ｽﾘｰﾌﾞ 

 

－ －
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５編 参考資料 １章 参考歩掛 

4 節 鉄筋工事 表 4.5～表 4.7 に、以下を追記する。 

表 4.5 （注）１．コンクリート打設時の鉄筋点検・保守を含む。 

鉄 筋 組 立  

(壁式構造) 

表 4.6 

鉄 筋 組 立 

(ﾗｰﾒﾝ構造 ) 

表 4.7 

鉄 筋 組 立 

(鉄筋鉄骨構造) 

 

6 節 型枠工事 表 6.1～表 6.9 に、以下を追記する。 

表 6.1 （注）３．コンクリート打設時の型枠点検・保守を含む。 

普通合板型枠  

(独立基礎、 

布基礎) 

表 6.2 

普通合板型枠 

(地中梁、壁) 

表 6.3 

普通合板型枠 

(床) 

表 6.4 

普通合板型枠 

(柱) 

表 6.5 

普通合板型枠 

(梁) 

表 6.6 

打放し合板型枠 

(地中梁、壁) 

表 6.7 

打放し合板型枠 

(床) 

表 6.8 

打放し合板型枠 

(柱) 

表 6.9 

打放し合板型枠 

(梁) 

 

－ －
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8 節 防水工事 表 8.1 は、以下に読み替える。 

(１㎡当たり) 表 8.1 

屋根保護防水 名  称 摘   要 単位 平 面 立上り部 備考 

密 着 工 法 
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ ｰ ㎏ 0.2 0.2  

 
ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ㎏ 5.0 6.13 3 種 

 
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系ｼｰﾙ材 L － 0.25  

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ﾙ ｰ ﾌ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ㎡ 1.14 1.14 1500 

㎡ － 0.19  網状ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

 ｽ ﾄ ﾚ ｯ ﾁ ﾙ ｰ ﾌ ｨ ﾝ ｸ ﾞ ㎡ 2.28 2.28 1000 

砂付ｽﾄﾚｯﾁﾙｰﾌｨﾝｸﾞ ㎡ － 1.14  

燃 料 L 1.5 1.84 重油 

防 水 工 人 0.059 0.115  

普 通 作 業 員 人 0.021 0.036  

そ の 他 式 1 1 (材+労+雑)×(10～15%) 

表 8.2 表 8.2 の削除。

屋根保護防水 

絶 縁 工 法 

 

表 16.9 表 16.9 として、以下を追記する。 

表 16.9 壁紙素地ごしらえ（せっこうボード面及び合板面） 壁紙素地ごしらえ 

(１㎡当たり) (せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面 

及び合板面) 名   称 摘   要 所 要 量 備  考 単位

 
ｼ ﾞ ｮ ｲ ﾝ ﾄ ｾ ﾒ ﾝ ﾄ  ㎏ 0.2 

 内 装 工  人 0.007 

そ の 他 式 1 (材+労)×(10～15%)

（注）１．せっこうボード面の目地処理が、継目処理工法の場合は、適用しない。 

表 16.10 表 16.10 として、以下を追記する。 

表 16.10 壁紙素地ごしらえ（コンクリート面） 壁紙素地ごしらえ 

(１㎡当たり) (ｺﾝｸﾘｰﾄ面) 

 名   称 摘   要 所 要 量 備 考 単位

仕上塗材用下地調整塗料材 JIS A 6916 ㎏   1.5 

 左 官  人   0.02 

そ の 他 (材+労)×(10～15%) 式 1  

 

－ －


